
 

松江市 報道提供資料 

 

令和 5年 7月 21日 

件名  「水の日」普及啓発ブルーライトアップについて（松江城） 

 

内容 

水循環基本法(平成 26 年法律第 16 号)により毎年８月１日は「水の日」と定められており、国民の

間に広く水循環の重要性（水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性）について理解と

関心を深めてもらうこととされています。 

この日は内閣官房水循環政策本部及び国土交通省の呼びかけにより、「水の日」普及啓発活動と

して、全国各地の施設で、「水」を連想させるブルーライトアップが行われます。 

松江市もこの趣旨に賛同し、下記のとおりブルーライトアップを行います。 

 

 

記 

 

   日時： 令和５年８月１日(火) 日没～22：00 

   施設： 「国宝 松江城」天守 

以上 

  

 

 

【問い合わせ】 

 上下水道局 総務課 担当： 石津・野津   電話：0852-55-4843  

 










